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精神障害者保健福祉手帳 

〇精神障害者保健福祉手帳とは？ 

  手帳の交付を受けられた方に対し、各種の福祉サービスが提供され、精神障がい

者の社会復帰・社会参加の促進を図ることを目的としています。 

  なお、手帳の表題は、下記のように「障害者手帳」となります。 

 

〇手帳利用の用途は？ 

★ 障がいの等級に応じて所得税、住民税などの控除が受けられます｡ 

★ 一部の公共施設の利用料が割引になります。 

 

〇手帳交付の対象となる方 

  精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方が

対象となります。統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神

病、器質精神病、及びその他の精神疾患を有する方の全てが対象です。 

 

〇手帳を申請する場合 

（１） 池田市障がい福祉課で申請書をお渡ししますので、記入の上、写真（たて４

ｃｍ よこ３ｃｍ）及び医師の診断書（所定の様式のもので初診日から６ヶ月

以上経過し、最近３ヶ月以内のもの）又は障害年金証書の写しを添えて提出し

てください。なお、年金証書の写しを添える場合は、さらに次の書類が必要で

す。 

   ①一番最近の年金振込み通知書の写し又は一番最近の年金支払い通知書の写

し 

   ②年金事務所又は共済組合等に照会するための「同意書」（障がい福祉課でお

渡しします） 

（２） 申請書類に基づいて、池田市は、手帳交付の可否及び１～３級の障害等級を

決定します。 

（３） 手帳の交付を決定した場合は、池田市より交付通知書を申請から２ヶ月～３

ヶ月後（診断書、年金証書の内容によって前後する場合があります。）に申請

者あてに送付いたします。（交付されない場合は、交付しない旨の通知書を送

付します） 

（４） 送付された交付通知書を、申請書類を提出した 

障がい福祉課までお持ちください。交付通知書と引 

き換えに手帳をお渡しします。その際、みとめ印 

をお持ちください。（既に手帳を交付されている 

場合は、その手帳もお持ちください） 

〇手帳の有効期限 

  手帳の有効期限は２年です。更新される場合には更新 

 の手続が必要です。手続きは有効期限の 3ヶ月前から行 

うことができます。

 

 

障害者手帳 

 

池 田 市 
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○交付(更新)申請の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○手続きに必要な書類等 ※下記の申請には本人のマイナンバーのわかるもの（マイ

ナンバーカードまたは通知カード）が必要です。 

新   規 

診断書での 

申請 

①障害者手帳申請書 

②診断書（精神障がい者保健福祉手帳用） 

③写真（たて４cm よこ３cm） 

精神障がいの

み（てんかんを

除く）を事由と

する障害年金

証書での申請 

①障害者手帳申請書 

②障害年金証書の写し 

③直近の年金振込み通知書又は年金支払い通知書 

④社会保険事務所照会用の同意書 

⑤写真（たて４cm よこ３cm） 

更   新 新規と同様の書類＋精神障害者保健福祉手帳の写し 

 再 交 付 

（紛失・破損） 

① 障害者手帳再交付申請書 

（破損の場合は精神障害者保健福祉手帳の写し） 

② 写真（たて４cm よこ３cm） 

池田市外 

 からの転入 

① 精神障害者手帳申請書 

② 精神障害者保健福祉手帳 

③ 写真（たて４cm よこ３cm） 

等級変更 
① 新規申請時と同様の書類 

② 写真（たて４cm よこ３cm） 

 

※申請書、診断書、同意書は障がい福祉課の窓口にあります。 

本 人

に人 

池田市 

障がい福祉課 
池田市 

広域福祉課 

池田市長 

年 

金 

保 

険 

事 

務 

所 

 

②進達 

⑤手帳送付 

⑥通知書送付 

①申請 

⑦手帳交付 

（通知書と引き換え） 

③照会 

④回答 

大阪府 

③判定依頼 

④判定 
診断書 

年金証書 
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自立支援医療制度 
 

〇自立支援医療制度について 

 精神疾患治療のため通院で必要となった医療費の自己負担額が原則１割になる制度です。 

あなたやあなたの世帯（注）の収入に応じて、1ヶ月あたりの自己負担額に上限がもうけら

れます。(高額治療継続者に該当する方に限る) 

有効期限は 1年です。有効期限の３ヶ月前から更新の手続きを行うことができます。 

（注）本制度の「世帯」とは、住民票上の世帯に関わりなく、同じ健康保険に加入している

家族です。 

所得区分 所 得 区 分 の 内 容 負担上限の月額 

生活保護 生活保護を受給している世帯 ０円 

低所得１ 
市民税が非課税の世帯で、 

受給者本人の収入が年間８０万９千円以下の方 
2,500円 

低所得２ 市民税が非課税の世帯で、低所得１に該当しない方 5,000円 

市民税 

課税世帯 

市民税（所得割）の額が３万３千円未満の方 5,000円 

市民税（所得割）の額が３万３千円以上２３万５千

円未満の方 
10,000円 

市民税（所得割）の額が２３万５千円以上の方 20,000円※ 

・大阪府内市町村国民健康保険加入者については、国民健康保険が負担を行うので、患者負

担は生じません。 

※市町村民税(所得割)が２３万５千円以上で高額治療継続者に「該当」する方は、経過措置 

 として認定を受けることができます。 

 

〇必要書類 

① 自立支援医療費（精神通院医療）支給認定申請書 

② 診断書（新規申請時必要、継続申請時：病状や治療方針に変更がない場合は「２年

に１度の提出」） 

③ 自立支援医療受給者証（新規申請以外は原則必要） 

④ 同意書兼世帯状況申出書（自己負担の上限を決定するために必要です） 

⑤ 健康保険証のコピー（世帯確認のため同一保険加入者全員のコピーが必要）（生活保

護を受給されている方は不要） 

※保険証をお持ちでない方は資格確認書、資格情報のお知らせのどちらかをお持ち下さい 

⑥ 本人のマイナンバーのわかるもの（マイナンバーカードまたは通知カード） 

⑦ 受給中の公的年金の種類や年間の受給額がわかるもの（年金の決定通知書や振込通

知書等） 

※ 住所・氏名等の変更、及び転入等に必要な書類については下記までお問い合わせ下さい。 

〇窓口  障がい福祉課 
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障 害 年 金 
 

（１）障害基礎年金(国民年金) 

対 象 者     ①  国民年金の被保険者期間中、または被保険者の資格を失った後でも 60 歳

以上 65 歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日のある傷病によって、初

診日から 1年６か月を経過した日、1年６か月以内に治った日あるいは症状

が固定した日（いずれも障害認定日といいます）に、障害等級表の１級また

は２級の障がいの状態に該当する場合、または障害認定日に障害等級表の１

級または２級の障がいの状態になかった人が、その後 65 歳に達するまでの

間にその障がいが悪化し、障害等級表の１級または２級の障がいの状態にな

り、65歳に達するまでの間に本人が請求した場合（事後重症請求）で次のい

ずれかの保険料納付要件を満たしている人 

（ア）初診日の前日において、初診日がある月の 2 か月前までの被保険者期間

のうち、保険料を納めた月と保険料免除を受けた月を合わせて３分の２

以上あること 

（イ）令和 18年 4月 1日前に初診日がある場合は、初診日の前日において、初

診日がある月の 2 か月前までの直近１年間のうちに保険料の未納期間が

ないこと 

②  20 歳前に初診日のある傷病によって 20 歳に達したとき(障害認定日が 20

歳以後の場合はその障害認定日)に障害等級表の１級または２級の障がいの

状態に該当する場合、または障害認定日に障害等級表の１級または２級の障

がいの状態になかった人が、その後 65 歳に達するまでの間にその障がいが

悪化し、障害等級表の１級または２級の障がいの状態になり、65歳に達する

までの間に請求した人(事後重症請求) 

年金額等 年額 (令和８年度の金額)  １級※   １，０５９，１２５円＋子の加算額 
（昭和３１年４月1日以前生まれは１，０５６，１２５円） 

                ２級※   ８４７，３００円＋子の加算額   
（昭和３１年４月１日以前生まれは８４４，９００円） 

     ６・８・１０・１２・２・４月の年６回に分けて支給されます。 

※この障害者手帳に記載された障害等級と、障害年金請求時に認定される

障害等級は必ずしも一致しません。 

(注)・対象者の②については、本人の前年の所得が一定金額以上ある時は、年金

の全額または半額が支給停止されます。 
・子の加算については、受給権者によって生計を維持されている子（18歳に

達した日以後の最初の 3月 31日までの間にある子か、20歳未満で１級また

は２級の障がいの状態にある子）があるときに加算されます。（加算額につ

いては下記担当にご確認下さい） 

・年金額は、年度毎に変更されます。 

窓 口     国保・年金課 

 

（２）障害厚生年金・障害手当金 

※対象者および支給額等は下記窓口までご相談ください。 

窓 口     
豊中年金事務所 （豊中市岡上の町４－３－４０） 

TEL ０６－６８４８－６８３１ 
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大阪府障がい者扶養共済制度 
 

 

対 象 者     

身体障がい児（者）（身体障害者手帳１～３級）、知的障がい児（者）もし

くは精神障がい者または同程度の永続的な障がいのある人の保護者であ

り、次の要件を満たしている人 

①大阪府内（大阪市及び堺市を除く）に在住していること 

②65歳未満であること 

③特別な病気がないこと 

内 容     

障がい者の保護者が加入者となって掛金を納入することにより、加入者が

死亡または重度の障がいを有することとなったとき、障がい者に終身にわ

たり年金が支給される任意加入の共済制度です。 

年 金 額     
1口あたり  月額２０，０００円 

障がい者１人につき２口まで加入できます。 

掛 金 額     

加入時の加入者（保護者）の年齢により掛金額は異なります。 

※平成２０年４月より額が改訂されました。 

１口あたりの月額    35歳未満    ９，３００円 

                    35～39歳  １１，４００円 

                    40～44歳  １４，３００円 

                    45～49歳  １７，３００円 

                    50～54歳  １８，８００円 

                    55～59歳  ２０，７００円 

                    60～64歳  ２３，３００円 

(注) 
・年齢は、４月１日における満年齢で計算します。 

・１口目のみ、生活保護受給世帯は掛金の全額、市町村民税非課税世帯は掛金の

半額、市町村民税所得割非課税世帯は掛金の３割を減免します。 

・掛金は、毎月末日までに納めていただきます。納付については銀行等の口座か

らの自動振替も利用できます。 

・途中で脱退されても、すでに払い込んだ掛金は返還されません。 

必要書類 
加入等申込書、加入者及び被加入者の住民票(写し)、加入申込者告知書、

被加入者の障害証明書、年金管理者指定届出書、同意書 

窓 口     障がい福祉課 
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生活福祉資金の貸付 

 

（１）対象者 

        障がい者がいる低所得世帯 

（２）内容 

        障がい者の在宅福祉および社会参加の促進を図るため、次表の貸付をおこなってい

ます。 

（３）窓口 

        池田市社会福祉協議会（TEL ７５１－０４２１） 

大阪府生活福祉資金には上表以外にも資金の種類があり、資金の貸付けと必要な相談支援を行ってい

ます。 

（令和８年４月１日現在）

種類 貸付限度額 据置期間 償還期間 資金使途 

福
祉
資
金 

 

障がい者 

自動車購入費 

 

2,500,000円以内 

（貸付利子年 1.5％ 

※ただし連帯保証人を 

1名設定できる場合 

無利子） 

６ヶ月 
８年以内 

（９６回） 

障がい者自らの運転か、障がい者と生計を同 

一にするものの運転により、専ら当該障がい 

者の日常生活の便宜または社会参加の促進を 

図るための、自動車の購入に必要な経費 
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手   当 
 

○特別障害者手当 

 ２０歳以上の重度の精神障がい者で、日常生活において常時介護を用する程度

以上の障がいや他の障がいをあわせ持ち動作及び行動に著しい困難がある在宅

の人を対象に支給されます。（所得制限があります。） 

 手当額は、月額３０，４５０円で、毎年２月、５月、８月、１１月の年４回

に分けて支給されます。 

※支給には所得、入院、入所などによる支給制限があります。 

⇒詳しくは障がい福祉課へお問い合わせ下さい。 

○障害児福祉手当 

 ２０歳未満で日常生活において、重度の障がいのため常に介護を要する在宅

の人を対象に支給されます。（所得制限があります。） 

 手当額は、月額１６，５６０円で、毎年２月、５月、８月、１１月の年４回

に分けて支給されます。    ⇒詳しくは発達支援課へお問い合わせ下さい。 

 

○特別児童扶養手当 

 ２０歳未満で、中程度以上の精神または身体に障がいのある児童を監護して

いる父もしくは母、または父母に代わり児童を養育している人を対象に支給さ

れます。（所得制限があります。） 

 手当額は、１級は月額５８，４５０円、２級は月額３８，９３０円で、毎年

４月、８月、１１月の年３回に分けて支給されます。 

 

※障害児福祉手当と特別児童扶養手当の支給には、所得や施設の入所、障がい

を理由とする年金を受けている等により支給の制限があります。 

⇒詳しくは発達支援課へお問い合わせ下さい。 

 

○児童扶養手当 

 父または母が一定の障がい状態にある時にも受けることができる場合があり

ます。手当額は全部支給の場合、月額１人目４８，０５０円、２人目以降１人

増すごとに１１，３５０円が加算されます。（所得制限があります。） 

⇒詳しくは子育て支援課へお問い合わせ下さい。 

 

※上記各手当の月額は令和８年４月１日現在のものです。
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「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けられた方 

〇税制上の優遇措置がうけられます。 

  障害者手帳をお持ちの精神障がい者については、その障害等級に応じて所得税など税制上の優遇措

置を受けることができます。 

  受けられる税制上の優遇措置は下記のとおりですが、手帳の障害等級で優遇措置の内容が異なりま

すのでご注意ください。 

 

税制上の優遇措置の概要 

措   置 内     容 問い合わせ先 

所得税の障害者

控除等 

本人が障害者の場合、総所得金額等の合計額から以下の額を控

除する。 

  ２級・３級･･･27万円  1 級･･･40万円 

被扶養者が障害者の場合、総所得金額等の合計額から以下の額

を控除する。 

２級・３級･･･27万円 1級･･･75万円(同居の場合） 

              40万円（同居でない場合）  

豊能税務署 

TEL 751－2441 

住民税の障害者

控除等 

本人が障害者の場合、総所得金額等の合計額から以下の額を控

除する。 

  ２級・３級･･･26万円  1 級･･･30万円 

被扶養者が障害者の場合、総所得金額等の合計額から以下の額

を控除する。 

２級・３級･･･26万円 1級･･･53万円(同居の場合） 

                30万円（同居でない場合） 

※本人が障害者の場合、前年分合計所得が 135万円以下の場合、 

住民税は課されない。 

課税課 

利子等の非課税 

（マル優） 

元金が 350万円までの預貯金等 

額面が 350万円までの国債等 

 

各金融機関 

相続税の障害者

控除 
詳しくは豊能税務署までお問い合わせ下さい。 

豊能税務署 

TEL 751－2441 

贈与税の非課税 詳しくは豊能税務署までお問い合わせ下さい。 
豊能税務署 

TEL 751－2441 

自動車税の減免 

精神保健福祉手帳１級でかつ自立支援医療費（精神通院）の支

給認定を受けている方の通院等に利用される自動車に係る自動

車税が減免されます。（手帳と自立支援医療受給者証が必要）そ

の他必要書類及び詳しい内容については豊能府税事務所までお

問い合わせ下さい。 

豊能府税事務所 

TEL 752－4111 

 

軽自動車税の減

免 

（単車含む） 

精神保健福祉手帳１級でかつ自立支援医療費（精神通院）の支

給認定を受けている方の通院等に利用される軽自動車等に係る

軽自動車税（種別割）が申請期限内に申請することにより減免

されます。詳しくは課税課までお問い合わせ下さい。 

課税課 

の利子に課税されない 
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○交通運賃の割引等 

令和７年４月１日から身体障がい者及び知的障がい者に対する JRの旅客運賃の割引が、新たに精神障

がい者にも適用されます。 

 

  ◎割引対象と割引条件 

第１種精神障害者 障害等級が「１級」に該当する方 

本人と介護者が割引適用 

第２種精神障害者 障害等級が「２級」・「３級」に該当する方 

本人のみ割引適用 

※割引を利用されるときは、必ず手帳を携帯して下さい。 

鉄道各社 

(１)介護者の方と一緒にご利用になる場合 

① 手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券の購入のみ適用となります。 

② 割引となる介護者の方は１名です。 

対象者 対象となる乗車券類 割引率 

 

 

第１種精神障害者の方と介護者の方 

・普通乗車券 

・回数乗車券 

・普通急行券 

・定期乗車券 

（小児定期乗車券を除きます。） 

 

 

５割 

１２歳未満の第２種精神障害者の方

と介護者の方 

・定期乗車券 

（小児定期乗車券を除きます。） ５割 

 

(２)手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合 

片道の営業キロが 100キロを超える場合に限ります。 

対象者 対象となる乗車券類 割引率 

・第１種精神障害者の方 

・第２種精神障害者の方 

・普通乗車券 
５割 

※詳しくは、駅にてお問い合わせ下さい。 

 

池田市では令和６年１０月１日以降に交付された精神障害者保健福祉手帳には旅客鉄道株式会社運賃

減額欄を設け、第１種または第２種の別を表記しています。それ以前に交付された手帳をお持ちで、運

賃割引をご利用になる場合は、市役所２階１１番障がい福祉課の窓口まで精神障害者保健福祉手帳の原

本をお持ちください。 

お持ちの手帳に第１種または第２種を追記いたします。 

 

※ＪＲグループでは、「精神障害者保健福祉手帳の旅客鉄道株式会社運賃減額欄に第１種または第２種の

記載がないものは運賃割引の対象外」と発表されていますのでご注意ください。 

※大手私鉄においても、新たに精神障がい者に対して JR と同様の旅客運賃の割引が実施されています

（詳しくは JR 及び各私鉄鉄道会社のホームページをご覧ください）。 
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○阪急バス等の利用料の助成 

対象者 
市内に居住（在宅）する精神障害者保健福祉手帳１・２級の所持者（生活保護受給者は

除く。） 

助成内容 

阪急バスが発行するⅠＣカード乗車券「hanica（ハニカ）」にチャージ（入金）した費用

2,000円（申請はチャージした日の属する年度内 1回限り。） 

ただし、新規カード作成時に限っては、デポジット（預かり金）500円＋チャージ 1,500

円分。 

申請手続きに

必要なもの 

① 領収書(チャージ等の費用 2,000 円分の領収書に限る)※ ② 印鑑 

③ ＩＣカード乗車券「hanica（ハニカ）」          ④ 振込先の本人名義の通帳 

⑤  精神障害者保健福祉手帳（1・2級） 
※氏名（フルネーム）の記入された領収書を案内所・営業所で発行してもらってください。 

窓口 障がい福祉課  

 

○府立施設の使用料が減免される場合があります。 

◆大阪府営公園有料施設等における使用料の減免 

施設名 

①服部緑地②箕面公園③寝屋川公園④山田池公園⑤深北緑地⑥枚岡公園⑦久宝寺緑地 

⑧長野公園⑨石川河川公園⑩錦織公園⑪大泉緑地⑫浜寺公園⑬住吉公園⑭住之江公園 

⑮りんくう公園⑯二色の浜公園⑰蜻蛉池公園⑱せんなん里海公園 

利用の内容 
・有料公園施設（プール、野球場、テニスコート、駐車場等）を使用するとき 

・催し等のために公園の一部を使用するとき 

対象者 

利用方法等 

（対象者）［以下の場合全額免除］ 

・手帳の所持者及びその付添者（原則 1名）が使用するとき。 

・社会福祉法人が社会福祉事業を行うことを目的として使用するとき。 

（利用方法） 

・あらかじめ所定の使用料減額・免除申請書を上記の公園事務所に提出してください。 

※詳しくは上記の公園事務所（下記の連絡先）にお問い合わせください。 

①06-6862-4945 ②072-721-3014 ③072-824-8800 ④072-851-4761 ⑤072-877-7471 

⑥072-981-2516 ⑦072-992-2489 ⑧0721-62-2772 ⑨072-956-1900 ⑩0721-24-1506 

⑪072-259-0316 ⑫072-262-6300 ⑬06-6671-2292 ⑭06-6685-9521 ⑮072-469-7717 

⑯072-422-0442 ⑰072-443-9671 ⑱072-494-2626 

 

◆大阪府立博物館等における入館料の免除 

施設名 ①弥生文化博物館 ②近つ飛鳥博物館 ③大阪人権博物館 

利用の内容 上記の博物館等に入館・観覧するとき 

対象者 

利用方法等 

（対象者） 

・精神障害者保健福祉手帳を所持する者及びその介護者 

（利用方法） 

・精神障害者保健福祉手帳を提示してください。 

※詳しくは、下記の連絡先にお問い合わせください。  

①0725-46-2162 ②0721-93-8321 ③06-4301-7783 

※上記以外の府の施設においても使用料、入館料が減額または免除される場合があります。 

 詳しくは、事前に利用される施設にお問い合わせください
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施　設　名  府立花の文化園

利用の内容  上記の施設に入園するとき

（対　　象）

・精神障害者保健福祉手帳を所持する者及びその介護者（1名）

（利　用　方　法）

・精神障害者保健福祉手帳を提示して下さい。

　※詳しくは、施設にお問い合わせ下さい。

　 ℡0721-63-8739

①府立体育会館（エディオンアリーナ大阪）　②府立臨海スポーツセンター

③府立門真スポーツセンター（東和薬品RACTABドーム）④府立漕艇センター

利用の内容 ①団体利用のみ　②～④個人利用及び団体利用

（対　　象）

・精神障害者保健福祉手帳を所持する者及びその介護者（１名）

（利　用　方　法）

・あらかじめ所定の利用申込書及び使用料減額・免除申請書を

　施設に提出して下さい。

・団体利用者は半額、個人利用者は全額免除されます。

　※詳しくは、各施設にお問い合わせ下さい。

　①℡06-6631-0121 　②℡072-268-8351

　③℡072-881-3715 　④℡072-268-3100

施　設　名 ①府立少年自然の家　②府立中央図書館（ホール、会議室、駐車場）

利用の内容

（対　　象）

①手帳の所持者及び付添者が組織する２名以上の団体（施設利用料のみ半額免除）

②手帳の所持者

（利　用　方　法）

・あらかじめ所定の利用申込書及び使用料減額、免除申請書を

　施設に提出して下さい。

※詳しくは、各施設にお問い合わせ下さい。

 ①℡072-478-8331　　②℡06-6745-0170

対　象　及
び　利　用
方　法　等

施　設　名

対　象　及
び　利　用
方　法　等

◆社会教育施設における使用料の減免

◆大阪府立体育施設における使用料の減免

◆大阪府立花の文化園等における入館料の免除

　※上記以外の府の施設においても使用料、入館料が減額又は免除される場合があります。

　上記の施設を利用するとき

対　象　及
び　利　用
方　法　等
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施　設　名 　万博記念公園

利用の内容 　上記の施設に入園するとき

（対　　象）

・手帳の所持者及び介助者（1名）

（利　用　方　法）

・精神障害者保健福祉手帳を提示して下さい。駐車場使用料も免除

　※詳しくは、施設にお問い合わせ下さい。

　 ℡06-6877-7387

施　設　名 ファインプラザ大阪

（対　　象）

・個人利用者は全額免除されます。（障がい者及びその介護者１名）

・障がい者団体が専用使用する場合は、使用料が半額免除されます。

（利　用　方　法）

　※詳しくは、施設にお問い合わせ下さい。

　℡072-296-6311

　※上記以外の府の施設においても使用料、入館料が減額又は免除される場合があります。
　　詳しくは、事前に利用される施設にお問い合わせ下さい。

・個人利用の障がい者の方で、初めて施設を利用される方は障がい者手帳
等をご持参ください。

・専用利用（各施設を団体が専用して利用すること）では予約が必要で
す。利用予約は、障がい者団体は１年前から、その他の団体は３か月前か
ら受け付けます。

対　象　及
び　利　用
方　法　等

◆万博記念公園　入園料の免除

対　象　及
び　利　用
方　法　等

◆ファインプラザ大阪（大阪府立障がい者交流促進センター）における使用料の減免

利用の内容
ファインプラザ大阪は障がいのあるなしに関わらず誰もが安心して利用で
きる、スポーツ文化複合施設です。
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○ＮＴＴの電話番号案内料が免除されます 

対 象 者 障害者手帳をお持ちの精神障がい者 

手続き方法 手帳お持ちの方が電話番号案内（104 番）を利用する場合、「ふれあい案内」と

申し出、届け出た登録番号(電話番号)と暗証番号をオペレーターに申し出れば、

番号案内利用料金が無料になります。 

窓 口 
 ＮＴＴふれあい案内担当 フリーダイヤル ０１２０－１０４－１７４ 

 ※土・日、祝日、年末年始を除く 

 

○携帯電話の割引サービスがあります 

対 象 者  障害者手帳をお持ちの精神障がい者 

手続き方法  各社の電話取扱店に、手帳を用意して申し込む。  

窓口問い 

合わせ先 
ＮＴＴドコモ ａｕ（KDDI） Soft Bank 

各社の 

携帯電話から 
局番なし「１５１」 局番なし「１５７」 局番なし「１５７」 

一般電話から 0120－800－000 0077－7－111 0800－919－0157 

サービス内容 割引内容は、各社で異なるので詳しくはお問い合わせください。 

 

○映画館・演芸場の料金の割引が行われる場合があります 

対 象 者  障害者手帳をお持ちの精神障がい者 

手続き方法 

 映画館・演芸場の券売場で障害者手帳を提示すると学生料金なみの割引が行われ

る場合があります。 

（詳しくは利用される各映画館・演芸場にお問い合わせ下さい。） 

 

○五月山緑地幹線園路の通行料が免除されます 

対 象 者  池田市在住で障害者手帳をお持ちの精神障がい者 

利 用 方 法  手帳所持者が乗車して利用する場合、無料通行券が必要になります。 

窓 口  障がい福祉課 
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○五月山体育館の使用料が減免されます 

対 象 者  障害者手帳をお持ちの方 

利 用 方 法 
 五月山体育館で障害者手帳を提示すると、使用料が 5割減免されます｡ 

 （詳しくは事前に、五月山体育館にお問い合わせ下さい。） 

窓 口  五月山体育館 TEL 072－754－3336  

 

 

○池田市施設循環福祉バスが利用できます 

対 象 者 
 池田市在住で障害者手帳をお持ちの方及びその付添者 

 （介助者や小さいお子様など、原則１名） 

利 用 方 法 
 障害者手帳を提示してください。 

 （詳しくは下記へお問い合わせ下さい。） 

窓 口  高齢・福祉総務課 

 

○ＮＨＫ受信料が（半額・全額）免除されます 

対 象 者 

 ・全額免除･･･障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が

市町村民税非課税の場合。 

・半額免除･･･障害者手帳をお持ちで、障害等級１級の方が世帯主であり､ 

受信契約者の場合。 

手続き方法 減免申請書に福祉事務所長の証明印を受け、ＮＨＫに提出する。 

窓 口  障がい福祉課 

  ※手続きには必ず障害者手帳をお持ちください。 

 

○ J:COM 高速インターネットの月額利用料割引サービスがあります 

対 象 者 
・障害者手帳 1級をお持ちの精神障がい者 

 ・障害者手帳 1級をお持ちの精神障がい者の方と同居し扶養されているご家族 

利 用 方 法  詳しい対象要件やサービス内容の説明等は下記へお問い合わせ下さい 

窓 口  カスタマーセンター TEL 0120-999-000 （9:00～18:00） 

 

〇池田市立図書館（サンシティ池田駐車場）の駐車場料金が割引になります 

対 象 者 障害者手帳をお持ちの方 

利 用 方 法 
 カウンターで駐車券と障害者手帳（ミライロ ID可）を提示してください。 

図書館の利用時間に応じて 30 分または 1時間の割引券を発行します。 

窓 口  池田市立図書館 TEL 072-751-2508 
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○池田市立駐車場（ステーション Nビル地下）の駐車場料金が割引になります。 

 

○市立池田病院の駐車場料金が割引になります。 

 

○航空旅客運賃の割引  

 

対 象 者 障害者手帳をお持ちの精神障がい者 

利 用 方法 
航空旅客運賃が割引される場合がありますので、各航空会社にお問い合わせ下さ

い。 

窓   口 各航空会社 

 

○タクシー料金の割引  

 

対 象 者 障害者手帳をお持ちの精神障がい者 

利 用 方法 
タクシー料金が割引される場合がありますので、各タクシー会社にお問い合わせ

ください。（割引率：1割） 

窓   口 各タクシー会社 

 

〇重度障がい者タクシー利用券の交付 

 

 

  

対 象 者 障害者手帳をお持ちの精神障がい者 

利 用 方 法 
 精神障害者保健福祉手帳を料金所で提示してください。 

（2時間まで無料） 

窓 口  池田市立駐車場 TEL 072-753-5661 

対 象 者 障害者手帳をお持ちの精神障がい者 

利 用 方 法 
精神障害者保健福祉手帳を 1 階ロビー駐車券お渡し口にて提示してください。

（平日夜間・土・日・祝日は 1階時間外受付） 

窓 口  市立池田病院 TEL 072－751－2881 

対 象 者 池田市在住で精神障害者手帳 1級をお持ちの精神障がい者 

利 用 方 法 

タクシー運賃（初乗り運賃に相当する額）を助成するタクシー利用券を交付します。

（ひと月あたり 2枚、申請日の属する月分から当該年度分を一括して交付） 

※初乗り運賃を超えた分は本人負担となります。 

※上記のタクシー料金の割引と併用してください。 

窓 口 障がい福祉課 
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医療 

○後期高齢者医療制度への移行について 

（１） 対象となる障がいの程度 

・国民年金法等における障害年金：１・２級    

・精神障害者保健福祉手帳：１・２級     

・身体障害者手帳：１・２・３級および４級の一部  

・療育手帳：Ａ 

（２）内容 

・６５歳から７４歳の方で、大阪府後期高齢者医療広域連合が一定の障がいの状態にあると

認めた方は、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。 

・認定後も７５歳になるまでは障害認定の申請を将来に向って撤回することが可能です。た

だし、撤回届の提出が必要ですので、担当窓口までご相談ください。 

    ※詳しくは下記の窓口までお問い合わせください。 

（３）窓口 

    保険医療課 

 

○重度障がい者医療制度 

（１）対象者  

・身体障害者手帳１・２級所持者   ・療育手帳Ａ所持者 

・身体障害者手帳かつ療育手帳Ｂ１所持者 ・精神障害者保健福祉手帳１級所持者 

  ・特定医療費（指定難病）・特定疾患医療受給者証所持者で障害年金（または特別児童扶養

手当）１級、もしくは所定の意見書により障害年金１級相当に該当する方 

   ※いずれも期限が有効なもので、生活保護受給者（保護停止者を除く）、他の福祉医療（子

ども医療・ひとり親家庭医療）受給者を除く。 

   ※所得制限があります。 

（２）内容 

   保険診療に係る医療費の自己負担の一部が助成されます。 

（３）手続き 

   下記窓口で「重度障がい者医療証」の交付申請をしてください。詳しくは下記窓口までお

問い合わせください。 

（４）窓口 

   Ｂ後期高齢者医療・福祉医療窓口 
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○各種検診の一部負担金の免除 

（１）対象者   

   ・市民税非課税世帯            ・生活保護世帯 

・身体障害者手帳１級～４級所持者     ・療育手帳Ａ・Ｂ１所持者 

・精神障害者保健福祉手帳１・２級所持者  ・被爆者健康手帳所持者 

※検診ごとに対象年齢等が決まっています。 

（２）内容    

各種検診の料金を免除します。事前に健康増進課で身分証明書・該当する手帳を持参の

上、免除証明書の交付を受けて下さい。（検診時に免除証明書がない場合は料金が必要に

なります。）なお、代理の方が申請される場合は、代理人の身分証明書もあわせてお持ち

ください。 

（３）窓口    

健康増進課 TEL ７５４－６０３２ 

 

住宅 

○府営住宅の総合募集で福祉世帯向けの区分に応募ができます 

障害者手帳をお持ちの精神障がい者の方が、府営住宅の総合募集に応募する場合は福祉向けの

区分（偶数月）に応募することができます。 

⇒詳しくは 大阪府営住宅 千里管理センター（株式会社東急コミュニティー）  

TEL 06-6155-2782   

 

その他 
○ヘルプマーク、ヘルプカード 
（１）対象者 

   市内に住所を有する、援助や配慮を必要としている方 

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

・内部障がいや難病の方 

・発達障がいの方 

・妊娠初期の方 

・ヘルプカードの趣旨を理解した上で希望される方  など 

（２）内容 

    「ヘルプマーク」や「ヘルプカード」には、連絡先や障がいの特徴、支援してほしい内

容を記載する欄があり、障がいのある人がそれを提示することにより、周囲の人に必要な

支援を求められるようになっています。 

     

（３）窓口 

   障がい福祉課  
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○駐車禁止除外指定車標章の交付を受けることができます 

障害者手帳１級の交付を受けておられる方は、警察署に申請し認定を受けると、駐車禁止除

外指定車標章の交付を受けることができます。（※） 

※駐車禁止除外指定車標章を掲出していても駐車できない場所がございますので、詳しくは池田

警察署へお問い合わせください。       池田警察署 TEL 072－753－1234 

 

〇大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度 

（１）内容 

精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けておられる方は、大阪府より公共施設や商業

施設などにおける移動に配慮が必要な方用の駐車区画等をご利用いただくための利用証

の交付を受けることができます。 

 

（２）申請に必要なもの 

・障がい者等用駐車区画利用証交付申請書 

・精神障害者保健福祉手帳の写し 

・利用証を郵送するための切手（180円） 

・現在お持ちの利用証（更新申請時） 

 

（３）窓口 

大阪府 福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課 権利擁護グループ 

〒540－8570 大阪市中央区大手前２丁目 

TEL 06－6944－2362 FAX 06－6942－7215 

 

詳しくは、ホームページを検索ください。 

「大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度について」 

 https://www.pref.osaka.lg.jp/o090050/keikakusuishin/riyousyouseido/ 

 

 

  【ゆずりあい駐車区画】 

           

https://www.pref.osaka.lg.jp/o090050/keikakusuishin/riyousyouseido/
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○図書館でのサービス 

池田市立図書館では、利用に困難がある方へ下記のサービスを行なっています。 

窓口：池田市立図書館 （池田市呉服町１－１ サンシティ池田３階） 

 ℡ ７５１－２５０８ 

 

 

◇点字・録音図書の貸出 

（１）対象者 

池田市内に在住・在勤・在学で、活字での読書に困難がある方※。 

（障害者手帳がなくても利用できます。） 

（２）内容 

点字資料や録音資料（デイジー）を貸し出しています。所蔵がない場合、他館から取り寄

せることもできます。 

 

◇対面朗読 

（１）対象者 

池田市内に在住・在勤・在学で、活字での読書に困難がある方※。 

（障害者手帳がなくても利用できます。） 

（２）内容 

音訳ボランティアがご希望の資料（池田市図書館の本、雑誌、新聞のほか、お手持ちの資

料、パンフレット、チラシ）をお読みします。※内容等によってはお読みできない場合が

ございます。事前にお問い合わせください。 

 

※【活字での読書に困難がある方の例】 

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方 

・学習障がい、発達障がい、識字障がい等により活字を読むことが難しい方 

・病気や高齢等により、本を持ったりページをめくったりすることが難しい方 

・視力低下等により印刷物を読むことが難しい方
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福祉サービスの利用 
 

障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスの支給申請を行う場合には、申請書のほか、次の

書類のうちいずれかを添付してください。 

① 精神障害者保健福祉手帳 

② 精神障がいを事由とする年金を現に受けていることを証明する書類（国民年金、厚生年金な

どの年金証書等） 

③ 精神障がいを事由とする特別障害給付金を現に受けていることを証明する書類 

④ 自立支援医療受給者証（精神通院自立支援医療に限る） 

⑤ 医師の診断書 

 

○サービスの内容 

（自立支援給付）   

ホームヘルプ 

（居宅介護） 
内容  調理、掃除、洗濯、買い物、清潔保持、通院など、居宅での

生活全般にわたる介護を行います。     

ショートステイ 

（短期入所） 

 

内容  障がい者を介護している家族が疾病、冠婚葬祭、事故等の社

会的理由もしくは私的理由により介護が困難になった場合や

本人理由等により、施設に一時入所できます。利用にあたっ

ては、利用者負担の他に、食材料費・日用品費等の費用を支

払う必要があります。 

      

グループホーム 

（共同生活援助） 

 

 

 

内容  障がい者が地域社会の中で、食事の準備や金銭管理の助言、

日常生活面における相談などの援助を受けながら共同で自立

生活を送ります。家賃、食費、光熱水費、その他共通経費等

が必要です。   

 

（地域生活支援事業） 

移動支援 内容  円滑に外出できるよう、移動を支援します。 

 

○窓口 

  障がい福祉課 

 

※希望するサービスによっては、本人や家族に対して障がいや生活状況などについての調査を行

い、必要とされる支援の度合いを示す「障害支援区分」の判定が必要となります。 

 サービスの利用をご希望の方は、障がい福祉課までご相談ください。 
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○サービスにかかる費用 

障がい福祉サービスの利用に応じて、原則 1 割負担となりますが、所得に応じた月額上限

がもうけられ、負担が重くなりすぎないようになっています。 

 

（自立支援給付） 

福祉サービス利用者負担上限月額表（所得に応じて４つの区分に分けられます。） 

所得区分 所 得 区 分 の 内 容 負担上限の月額 

生活保護 生活保護受給世帯   0円 

低所得 市民税非課税世帯     0円 

一般１ 
市民税 

課税世帯 

障がい者（所得割１６万円未満） 9,300円 

障がい児（所得割２８万円未満） 4,600円 

一般２ 上記以外 37,200円 
 

 

（世帯の範囲） 

 

種別 世帯の範囲 

１８歳以上の障がい者 

（施設に入所する１８，１９歳を除く） 
障がいのある方とその配偶者 

障がい児 

（施設に入所する１８，１９歳を含む） 

保護者の属する住民基本台帳での世

帯 

◆ 同じ世帯のなかで複数の方がサービスを利用しても、上記の４区分の月額負担上限額は

変わりません。これを超えた場合は高額障がい福祉サービス費が支給されます。 

 (地域生活支援事業) 

地域生活支援サービス利用者負担上限月額表 

所得区分 負担上限の月額 

生活保護 ０円 

市民税非課税世帯 ０円 

市民税課税世帯 ４,０００円 

 

 

○食費等の実費負担に対する減額措置 

通所施設等では、低所得、一般１（グループホーム利用者（所得割１６万円未満）を含む。）

の場合、食材料費のみの負担となるため、実際にかかる額のおおよそ３分の１の負担となりま

す。 
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○生活保護への移行防止 

 負担軽減策を講じても、定率負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象とな

る場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額や食費等実費負担額を

引き下げます。 

 

○日常生活自立支援事業 

  認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等のうち判断能力が不十分な方が地域において

自立した生活が送れるよう、利用者と社協との契約に基づき、福祉サービスの利用援助を行うも

のです。 

 （１）利用できる方 

    福祉サービスの利用や日常の金銭・財産管理等が困難な次のような方 

   ・認知症の方 

   ・知的障がい者 

   ・精神障がい者 

    ※いずれも意思確認が可能な方に限ります。 

（２）内容 

    福祉サービスの利用援助 

    福祉サービスの利用手続き等をお手伝いします。 

 

   ・金銭管理サービス 

    日常の預貯金の出し入れ、公共料金、家賃等の支払い代行を行います。 

    

   ・通帳、証書類の預かりサービス 

    通帳・印鑑・年金証書・不動産権利証書等を社会福祉協議会でお預かりし、金融機関の

貸金庫で保管します。 

 

（３）費用 

 

 

利用料 

（１回あたり） 

 

貸金庫利用料 

生活保護受給者 ０円  

市民税非課税 ３００円  

４００円／月 
市民税課税で収入２５０万円未満 ９００円 

市民税課税で収入２５０万円以上 １,８００円  

※預貯金がおおむね１,０００万円以上の方は、ご相談ください。 

  

（４）お問合せ／申し込み 

    池田市社会福祉協議会 ℡ ７５１－０４２１
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○障がい者入浴サービス事業 

（１）利用できる方 

    自力あるいは家族だけでは入浴が困難な、池田市在住で精神障害者保健福祉手帳１級を

お持ちの精神障がい者。 

（２）内容 

    くすのき学園で入浴室の機械浴槽等を使用し、介護人による入浴サービスを提供します。

（送迎が必要な場合は、くすのき学園が行います。） 

    利用回数は週１回までで、利用料は１回４００円です。 

（３）窓口 

   障がい福祉課  
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池 田 市 役 所 相 談 員 
 

 

◆精神保健福祉について日常的な生活の相談・支援などを行っています。 

★池田市障がい福祉課  TEL 752－1111（代表） 

★ご相談のある方は、事前にお問い合わせください。 

 

※精神障害者地域活動支援センター「咲笑（さくら）」に委託 

精神障がい者のための社会復帰施設等 

○地域活動支援センター「咲笑
さ く ら

」（日常的な相談、対応、地域交流活動を行うことに

より、日常生活を支援し、社会復帰と社会参加の促進を図ります。） 

★「社会福祉法人てしま福祉会｣が運営 

   住所：563-0042 池田市宇保町 8-30 ジェムトレンド 101号   電話：750-3230 

 

○障がい者支援施設（社会復帰と社会参加の促進を支援します。） 

★アルパカ工房  ｢社会福祉法人てしま福祉会｣が運営 

   就労継続支援Ｂ型 

住所：563-0050 池田市新町 6-2 電話：734-8230 

★ほのゆる    ｢社会福祉法人てしま福祉会｣が運営 

   生活介護 

住所：563-0042 池田市宇保町 8-30 ジェムトレンド 101号   電話：750-3230 

 

 

相  談  員 
身近な問題について各種の相談・援助活動を行っています。 

 

森田 伸一 ℡ 750-3230（水曜日 13時～15時）＝咲笑内＝ 

木﨑 ふく子 ℡ 754-5154（平日 9時～15時） 
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就    労 

 

 

○ハローワーク池田（公共職業安定所） 

 障がいのある方を対象とした専門窓口があります。お仕事の相談・紹介から、就職後のフォロ

ーアップを行っています。 

 また、職業訓練等の相談も行っています。 

〒563-0058 池田市栄本町１２－９ 専門援助部門 

Tel０７２－７５１－２５９５ 部門コード ４２♯ 

FAX０７２－７５１－５８４８ 

○しごと相談・支援センター 

 地域就労支援コーディネーターに、就労の悩みを相談できます。就労に役立つ研修や講座の紹

介、求人情報の案内など、相談者の悩みに応じて総合的にサポートします。（職業斡旋はしてい

ません） 

〒563-0050 池田市新町１－８ 池田市立市民活動交流センター４階 

水・金 １０：００～１６：００ 

Tel０７２－７５１－０５７４ ※相談は事前予約制です。 

○大阪障害者職業センター 

 就職や復職のための相談や職業評価、職業準備支援、職場適応援助者(ジョブコーチ）による

支援、リワーク支援等を行っています。 

Tel０６－６２６１－７００５ Fax０６－６２６１－７０６６ 

○大阪府による情報提供 

 障がい者の雇用、就労に関する具体的な事例等の情報を提供します。また、障がい者の就職や

職業生活の充実に役立つ情報を提供しています。 

大阪府雇用推進室就業促進課 障がい者雇用促進グループ 

Tel０６－６３６０－９０７７ Fax０６－６３６０－９０７９ 

大阪府障がい福祉室自立支援課 就労・ＩＴ支援グループ 

Tel０６－６９４４－９１７７ Fax０６－６９４２－７２１５ 
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〇就労移行支援 

（１）対象者 

        １８歳以上の障がい者及び難病患者等 

（２）内容 

        一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のた

めに必要な訓練を行います。 

（３）窓口 

障がい福祉課 

 

◇池田市内の事業所 

・ 池田市立くすのき学園 

池田市五月丘３－４－７ TEL ７５３－８５５８ 

・ LITALICOワークス石橋阪大前 

  池田市石橋２丁目 1番１号石橋リヴァーサイドビル１階 

  TEL ７６０－０１０５ 

・ ロジカーズ池田 

  池田市菅原町３－1 ステーション N１０７号室 

         TEL ７３７－７７４９ 

〇就労継続支援Ａ型 

（１）対象者 

        １８歳以上の障がい者及び難病患者等 

（２）内容 

        一般企業等への就労が困難な人に、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識及び
能力の向上のために必要な訓練を行います。 

（３）窓口 

障がい福祉課 

 

◇池田市内の事業所 

・ 就労支援事業所ちえの輪池田五月山 

池田市栄本町７－６ ホープ池田栄本町１階 TEL ７３７－６３３３ 

・ 就労支援事業所ちえの輪池田 

池田市栄町５－５ ＩＯ池田１階 TEL ７３４－８７６１ 

 ・ らいふテラス 

      池田市石橋３－１－１１大空第２ビル２階 TEL ７３６－９５７０ 

・ みやび 

      池田市住吉１－１５－７  TEL ７４８－１０７０ 

・ Rocca 

   池田市新町１０－８植村ビル１階 TEL ７５２－０８００ 
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〇就労継続支援Ｂ型 

（１）対象者 

        １８歳以上の障がい者及び難病患者等 

（２）内容 

        一般企業等への就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上の

ために必要な訓練を行います。 

（３）窓口 

障がい福祉課 

 

◇池田市内の事業所 

・ 池田市立くすのき学園（運営主体：社会福祉法人産経新聞厚生文化事業団） 

池田市五月丘３－４－７ TEL ７５３－８５５８ 

・ ソシオワーク（運営主体：社会福祉法人池田てぞろ福祉会） 

池田市城南３－４－８   TEL  ７５２－１９７０ 

・ ワークスペースさつき（運営主体：社会福祉法人産経新聞厚生文化事業団） 

池田市鉢塚３－１１－２４   TEL ７３７－４６８８ 

・ タイム（運営主体：一般社団法人シエスタ） 

池田市室町１１－２７   TEL ７５３－７２０５ 

・ 就労継続支援 B型 くらいむ（運営主体：株式会社 PROUD） 

池田市旭丘 1－11－19  TEL ７４３－９１４１ 

・ スマイルファーム細河（運営主体：NPO法人トイボックス） 

池田市古江町 224－１ TEL ７３７－９８８６ 

・ しょくサポート池田（運営主体：株式会社しょく） 

   池田市鉢塚３－１５－５A ２階 TEL ７３４－８９３２ 

・ あいあい（運営主体：株式会社健康創生会） 

   池田市神田３－２０－１６ TEL ７５０－２２５０ 

・ みやび（運営主体：合同会社サライ） 

   池田市住吉１－１５－７ TEL ７６８－８２９２ 

・ ロジカーズ池田（運営主体：株式会社ロジカ・エデュケーション） 

池田市菅原町３－１ ステーション N１０７号室 TEL ７３７－７７４９ 

・ 就労継続支援Ｂ型Ａｇａｉｎ（運営主体：合同会社 kind） 

池田市城南２－１－２２ ２階 TEL  ７８９－１４４６ 
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関 係 機 関                         
機 関 名  内     容 所在地（電話・FAX） 

池田市福祉部 

障がい福祉課 

手帳の新規/更新等の申請 

自立支援医療費の新規/継続等の申請 

社会復帰・日常生活相談 

福祉サービスの利用相談 

〒563-8666 池田市城南 1-1-1 

Tel 752-1111（代表） 

大阪府池田保健所 

こころの健康相談（統合失調症、うつ病、

こころの健康、アルコール・薬物・ギャ

ンブル等依存症などについて）、身体障が

い児、小児慢性特定疾病児等の療育相談、

指定難病などの相談に応じています。 

〒563-0041 池田市満寿美町 3-19 

Tel 751-2990 

Fax 751-3234 

※平日 9 時～17時 45分 

申請・相談関係は平日 9時～17時 

(社福)池田市社会 

福祉協議会 

ホームヘルパー派遣のサービスを 

提供しています。 

〒563-0025 池田市城南 3-1-40 

池田市保健福祉総合センター 

Tel 754-6060 Fax 754-6076 

地域活動支援 

センター 

「咲笑（さくら）」 

社会復帰と社会参加の促進をはかること

を目的に地域で生活している精神障がい

者の日常生活全般にわたる具体的支援・

相談業務を行います。 

〒563-0042 池田市宇保町 8－30 

      ジェムトレンド 101号  

Tel 750-3230 

Fax 750-3239 

大阪府こころの 

健康総合センター 

専門相談では、アルコール・薬物・ギャ

ンブル等の依存症に関しての相談や、自

死遺族の方の相談を行っています。 

こころの電話相談では、こころの病やこ

ころの健康に不安をお持ちの方、医療機

関や障がい福祉サービスの情報などを知

りたい方のために電話相談を行っていま

す。 

〒558-0056 大阪市住吉区万代東

3-1-46 

Tel 06-6691-2818（専門相談） 

06-6607-8814（こころの電話

相談） 

Fax 06-6691-2814 

ホームページ 

https://kokoro-osaka.jp/ 

障がい者１１０番 

権利擁護や福祉サービスの受給などの相

談について専従の相談員が応じます。 

電話、Fax などで受付し、関係機関などと

の連携を保ちながら問題の解決を行いま

す。 

大阪府立福祉情報コミュニケーシ

ョンセンター内盲ろう者等社会参

加支援センター（平日 9時～17時）

Tel 06-6973-0110 

Fax 06-6748-0589 

※FAX・留守番電話は土日祝含め 24

時間受付 

大阪府社会福祉協

議会 地域福祉部 

権利擁護推進室 

（あいあいねっと） 

知的障がい・精神障がいなどにより、判

断能力が十分でない方の権利侵害や困り

ごと、成年後見制度利用などについて相

談を受ける関係機関を対象に、電話相談、

弁護士と社会福祉士による専門相談（来

所・予約制）を行っています。 

〒 542-0065  大阪市中央区中寺

1-1-54 大阪社会福祉指導センター 

Tel 06-6191-9500 

※平日 10時～16時 

Fax 06-6764-7811 

民生委員・児童委員 

（池田市 

福祉事務所） 

地域福祉に関わる各種の相談に応じ必要

な支援につなぎます。 

〒563-8666 池田市城南 1-1-１ 

高齢・福祉総務課 

Tel 752-1111（代表） 

ハローワーク池田 

(公共職業安定所) 

専門援助部門 

障がいのある方を対象に、お仕事の相

談・紹介等を行っています。 

〒563-0058 池田市栄本町 12-9 

Tel 751-2595 部門コード 42♯ 

Fax 751-5848 
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機 関 名 内     容 所在地（電話・FAX） 

豊能北障害者就業・
生活支援センター 

就業又は就業に伴う日常生活上の支援を

必要とする障がいのある方に対し、地域

の福祉関係機関や雇用関係機関などと連

携を取りつつ、一体的な相談支援を行い

ます。 

〒562-0015 

箕面市稲１－１１－２・３階 

Tel 072-723-3818 

Fax 072-723-8803 

※平日 9 時～17 時 

基幹相談支援センター 

福祉相談くすのき 
精神障がいの専門的かつ総合的な相談支援

を行っています。 

〒563－0013 

池田市中川原町 13-1 

  TEL 752－1831 FAX 737－8868 

あおぞら 
精神障がいの専門的かつ総合的な相談支援

を行っています。 

〒563－0025 

池田市城南 3-1-40 

  TEL 754－6003 FAX 754－6004 

障がい者地域生活 

支援センター 

ひだまり 

精神障がいの専門的かつ総合的な相談支援

を行っています。 

〒563－0025 

池田市城南 3-1-40 

  TEL 754－6530 FAX 754－6076 

相談支援センター 

Sun はーと 

精神障がいの専門的かつ総合的な相談支援

を行っています。 

〒563-0033 

池田市住吉 1-14-25-203 

  TEL 734－7145 FAX 734－7146 

やわら相談支援セン

ター 

精神障がいの専門的かつ総合的な相談支援

を行っています。 

〒563-0032 

池田市石橋 2-14-11 

 TEL 760－4306 FAX 760－4301 

相談支援センター 

貴陽 

精神障がいの専門的かつ総合的な相談支援

を行っています。 

〒563-0056 

池田市栄町 3-5 NK HOUSE101号

室 

 TEL 737-8451 FAX 737-8471 

あん相談支援事業所

池田 

精神障がいの専門的かつ総合的な相談支援

を行っています。 

〒563-0022 

池田市旭丘 2-4-11-203 

 TEL 796-6587 FAX 702-0195 

相談支援事業所 

MOMB 

精神障がいの専門的かつ総合的な相談支援

を行っています。 

〒563-0043 

池田市神田 1-32-17 ベリーノ 1A 

 TEL 737-8661 FAX 753-0808 

   

 

池田市障がい者団体 

池田市精神障がい

者家族会 

てしま会  

精神障がい者の家族が相互に学び合い、

支え合い､励まし合って精神障がい者福

祉の向上をめざして設立されました。 

社会参加を目指す当事者家族のためのサ

ポートをしています。 

〒563-0025 

池田市城南 3-1-40 

（池田市保健福祉総合センター2 階  

池田市障害者団体連合会） 

Tel/Fax 753-6776 

当事者会 

ムジャンマ 

当事者同士の親睦を図り、精神障がい者

に対する福祉を考えることを目的として

います。 

〒563-0042 池田市宇保町 8－30 

  ジェムトレンド 101号（咲笑内）  

Tel 750-3230 

Fax 750-3239 
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